
最低賃金の改正と活用可能な 
国・県の施策について 
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主催 茨城県 茨城県中小企業診断士協会茨城県社会保険労務士会 後援 日立市

本日の説明内容 
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茨城県の最低賃金は1,074円 
  ⇓ 
国・県の施策 
 
 １．何をしたら、何をもらえるのか、わかりやすく！ 
 
 ２．国の制度、茨城県独自！の制度、まるっと！ 
 
     活用イメージ、活用事例で、わかりやすく！ 
 
 ３．特に⋯「いばらき賃上げ支援金」に注目！  
       
      時間給を1074円に上げたケースも対象に！ 
      手続きも簡単 ⋯ 説明します！ 
 
 ４．無料で！専門家に相談することをおすすめ！します。 
 
 
 



茨城県の最低賃金 
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茨城県の最低賃金 

・2025年10月12日から、1005円 → 1074円 
・69円の引き上げ（国の審議会が示した目安63円 ＋ 6円） 

茨城県最低賃金（時給） 

1074円 

旧1005円より 

引き上げ額 

69円 

過去最大 
国の審議会が示した目安を6円を上回る改正 

引き上げ率 

6.87% 

全国加重平均（6.3％）を上回る 
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最低賃金の決まり方 

➀ 中央最低賃金審議会 → 地方最低賃金審議会 ： 引上げ額の目安 63円 
 
➁ 地方最低賃金審議会 
  目安を参考に地域の実情に応じた地域別最低賃金額の改正のための審議 
  → 決定 63円 ＋ 6円 ＝ 69円引上げ 
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厚生労働省 賃金引上げ特設ページより https://saiteichingin.mhlw.go.jp/chingin/ 

最低賃金の決まり方 
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地域の実情 
 
  １．労働者の生計費 
 
  ２．労働者の賃金 
 
  ３．通常の事業の賃金支払能力 
 
 
            などを総合的に勘案 

厚生労働省 賃金引上げ特設ページより 
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/point/page_point_how.html 



水戸市の消費者物価指数 
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茨城県の最低賃金：動向 
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令和7年:1074円

平成27年:747円

10年間で
+44%

＋327円

R11年？ 
1500円？ 

茨城県中小企業診断士協会提供データを加工



茨城県の最低賃金：近隣県と比べると 

・南関東との賃金格差：依然大きい 
・最低賃金が茨城県よりも低い地域とは賃金差：縮まる傾向 
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賃上げの必要性 

 
１  より良い労働条件を求め、労働者（特に若年層）が県外へ流出 
 
 → 人手不足が深刻化 
 
 
２ 物価高騰の影響から従業員の生活を守る 
 
  
            ↓ 
 
 
        継続的な賃上げが不可欠 
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生産性向上 

 賃上げの原資を確保し、企業の 
競争力を維持・強化するために
は、生産性の向上が欠かせな
い。これは単なる「頑張り」や
「長時間労働」ではなく、業務
の仕組みそのものを見直すこと
を意味する。DX推進、AIの活
用、業務プロセスの見直し、従
業員のリスキリング、業務効率
化のための設備投資等。 
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価格転嫁 

原材料費、エネルギーコス
ト、人件費（賃上げ分）の上
昇分を、適切に製品やサービ
スの価格に反映させること。
これができなければ、企業の
利益は圧迫され、事業の継続
が困難になるだけでなく、将
来の投資やさらなる賃上げの
原資も失われる。 
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事業継続・成長のためには 
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UP↑UP↑UP↑UP↑

効率
付加価値

価格人件費
原材料費
光熱費
erc

支出が増える      →   価格転嫁  生産性向上 
 

応援します！ 

事業継続・成長のためには 



国・茨城県が応援！ 
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賃上げに関する支援 
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国：賃金引上げ特設ページ（厚生労働省HP） 
国の助成金等の支援策、様々な企業の取り組み事例、地域・業種・職種ごとの平均賃金情報
等賃金引上げ関連情報を紹介 

国：賃金引上げを支援！ 
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厚生労働省 賃金引上げ特設ページより https://saiteichingin.mhlw.go.jp/chingin/ 



国：生産性向上を支援！（１） 
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厚生労働省 賃金引上げ特設ページより https://saiteichingin.mhlw.go.jp/chingin/ 

国：生産性向上を支援！（２） 
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厚生労働省 賃金引上げ特設ページより https://saiteichingin.mhlw.go.jp/chingin/ 
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国：取り組み事例 
厚生労働省 賃金引上げ特設ページでは様々な企業の取り組み事例などを多数紹介 

茨城県：いばらき賃上げ支援金の拡充 

最低賃金審議会の答申も考慮し「いばらき賃上げ支援金」について、支給要件緩和
により、制度を利用しやすくすることが検討され、対象労働者の範囲の拡大、申請
方法の改善が図られました。 
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➀従来の「いばらき賃上げ支援金」は対象者の範囲が
賃金引き上げ前の時間給が1005円～1010円の労働者
でしたが、 
地域賃上げ加算支援コースを新設し対象者を賃金引き
上げ前 
時間給1005円～1068円と広がることになりました。 
 
➁申請がWEBのみとなっていましたが、書類の郵送
でも行うことができるように準備中です。 
 

いばらき賃上げ支援金
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茨城県：いばらき業務改善奨励金の拡充 

最低賃金審議会の答申も考慮し「いばらき業務改善奨励金」について、支給要件緩
和により、制度を利用しやすくすることが検討され、対象労働者の範囲の拡大が図
られました。 
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・従来は事業場内最低賃金1,040円以上への
引き上げが要件とされていましたが、2025
年10月12日以降は、国助成金と同じ30円の
引き上げのみに条件緩和されます。 
※国助成金の10/12以降の募集が開始された
場合（現時点で未定） 
 

いばらき業務改善奨励金 
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「いばらき賃上げ応援！パッケージ」 
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いばらき賃上げ応援！パッケージの概要 
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価格転嫁・その他
中小企業の支援

賃上げ・生産性向上
働き方改革など

助成金
補助金

税制関連施策

助成金
補助金
貸付

税制関連施策

お金

茨城県価格転嫁相談窓口
（中小企業診断士）

・茨城県よろず支援拠点
（中小企業診断士等）

茨城働き方改革
推進支援センター
（社会保険労務士）

専門家のサポート
無料で！
専門家に相談できる
専門家が来てくれる

〇 法律、ガイドライン
〇 説明会・個別相談会 … 県内全エリアで５回！＋YouTube配信
〇 賃上げ対応特設ページ（茨城県HP）

その他

国・県がお金（資金面）、無料の専門家のサポートで賃上げ価格転嫁をサ
ポート 

賃上げ応援パッケージ（助成金） 

生産性の向上（人・設備への投資など）、非正規労働者への処遇改善を通じ、労働市場全体の「賃上げ」
を支援する助成制度 
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★いばらき業務改善奨励金 

★いばらき賃上げ支援金 
賃上げ支援コース 

★いばらき賃上げ支援金 
地域賃上げ加算支援コース 

★業務改善助成金 

人材開発支援助成金 

人材確保等支援助成金 

★働き方改革推進支援助成金 

キャリアアップ助成金 
(賃金規定等改定コース） 

より高い処遇への労働移動等へ
の支援 

業務改善助成金（国）の自己
負担額の2分の1を助成します。

1時間当たり1005～1010円か
ら35円以上の賃上げを行った
中小企業等に労働者1人あたり
5万円（非正規3万円）を助成
します。

１時間当たり1068円以下の労
働者の賃金を1074円以上に引
き上げた中小企業等に労働者
１人あたり5千円（非正規3千
円）を助成します。

茨城県 茨城労働局 

事業場内最低賃金を引き
上げ、設備投資等を行っ
た中小企業に、その費用
の一部を助成します。

職務に関連した専門的な知識
及び技能を習得させるための
職業訓練等を実施した場合等
に訓練経費や訓練期間中の賃
金の一部等を助成します。

人材確保のために雇用管理改
善につながる制度等の導入や
雇用環境の整備により、離職
率低下を実現した事業主に対
して助成します

・産業雇用安定助成金(スキル
アップ支援コース)
・特定求職者雇用開発助成金
(成長分野等人材確保・育成コ
ース)
・早期再就職支援等助成金。

非正規雇用労働者の基本給の
賃金規定等を３％以上増額改
定し、その規定を適用させた

場合に助成します。

労働時間の削減や年次有給休暇の
取得促進等に取り組む中小企業事
業主に、外部専門家のコンサルテ
ィング、労働能率の増進に資する
設備・機器の導入等を実施し、成
果を上げた場合に助成します。

24



賃上げ応援パッケージ（情報サイト・専門家支援） 

国・県は事業者の皆様の状況に合わせてご利用いただける無料相談窓口や情報サイト、説明
会や無料相談会を実施 

無料相談窓口（価格転嫁） 無料相談窓口（生産性向上） 

生産性向上等についてのお困りごと
や相談に中小企業診断士等の各専門

家が無料相談・伴走支援します。 
 

茨城県よろず支援拠点 
029-224-5339（平日8:30-17:15） 

説明会・無料相談会 

県内5か所で実施、専門家が直接対
応します。 

 
お申し込みはこちら→  

無料相談窓口（労務関連） 

業務改善助成金、いばらき賃上げ支
援金の他、労務管理等についてのお
困りごとや相談に社会保険労務士が
無料相談・伴走支援します。 
茨城働き方改革推進支援センター 
（茨城県社会保険労務士会2F） 
0120-971-728（平日9:00-17:00） 
水戸市河和田1丁目2470-2 
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価格転嫁についてのお困りごとや
相談に中小企業診断士が無料相
談・伴走支援します。 
 
茨城県価格転嫁相談窓口 
029-233-6737（平日9:00-17:00） 
水戸市三の丸1丁目5番18号 
（株式会社常陽産業研究所内） 
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県_賃上げ対応特設ページ 

茨城県ホームページ内に 
賃上げ関連情報を横断的に集約した

特設ページを設置します。 
 
 
 

国_賃上げ対応特設ページ 

厚生労働省 賃金引上げ特設ページ
では国の助成金等の支援策や様々な
企業の取り組み事例なども紹介して

います。 
 
 
 

パッケージの支援体制 

  
   〇  茨城県 
 
   〇  茨城労働局 
 
   〇  茨城県社会保険労務士会 
 
   〇  茨城県 中小企業診断士協会 
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専門家 × ２ 

今回、賃上げ支援パッケージの支援体制強化のため、茨城中小企業診断士協会、 
茨城県社会保険労務士会の2つの国家資格団体も主催に加わっています。 

支援パッケージにおける役割 資格名 団体名 

中小企業診断士は経営コンサルティングに
関する国家資格です。企業の成長戦略策定
やその実行のためのアドバイス行います。
価格転嫁や生産性向上に関する相談伴走型
でお応えします。 

中小企業診断士 

 
 

茨城県中小企業診断士協会 
 

https://iba-smeca.com/ 
 
 
 

社会保険労務士は、労働・社会保険に関す
る法律を専門とする国家資格です。企業の
労務管理、社会保険手続、就業規則の作成
等の支援行っています。 
業務改善助成金やいばらき賃上げ支援金の
申請のサポート、人手不足対応等に関する
相談などに伴走型でお応えします。 
 
・茨城働き方改革推進支援センター 

社会保険労務士 
茨城県社会保険労務士会 

 
https://www.ibaraki-sr.com/ 

 

© 茨城県社会保険労務士会 
27

助成金・支援金の上手い使い方 
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業務改善助成金の概要 
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業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を30円以上引き上げ、生
産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成
する制度です。 
 
 
 

事業場内最低賃金 
引き上げ 設備投資等 業務改善助成金を支給 

（最大600万円） ＋              ＝ 

【事例】 
4人を1010円→1080円（70円UP） 助成上限額190万円 
200万円の設備投資×3/4（助成率） 助成率上限150万円 
 
助成上限額190万円＞助成率上限150万円 
 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

詳細はリンク先 
厚生労働省HPでご確認ください 
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業務改善助成金の活用イメージ➀_小売業 
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セミセルフPOSレジの導入による 
レジ業務の効率化 業務改善事例 

レジ業務を効率化し、お金に直接触
れずに衛生的に業務ができるよう
に、セミセルフPOSレジを導入し
た。 

対応 

購入代金や釣銭の受け渡しまですべ
て従業員が行っていたため、顧客の
多い時間帯でレジ待ちの行列ができ
る状況だった。 

課題 

レジ業務の削減によって生産性が向
上し、23人の従業員の時間給（事業
場内最低賃金）を60円引き上げた。
さらに、事業場内最低賃金以外の従
業員の賃金の引上げを実施した。 

成果 

商品のバーコード読み取り後の購入
代金や釣銭の受け渡しを顧客が機械
で行うようにしたことにより、精算
時間が短縮し、同じ時間でより多く
の精算処理をすることができた。 

実施 
概要 

 
セミPOSレジ導入費：300万円（150万×2台） 
 
23人を1040円→1100円 助成上限額230万円 
300万円×3/4（助成率）＝助成率上限225万円 
 
助成上限額230万円＞助成率上限225万円 
 
設備導入にかかった費用：70万円（300万円-230万円） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000935033.pdf
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業務改善助成金の活用イメージ➁_介護事業 
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巡回や介助を効率化する機器と 
新たな福祉車両の導入により業務負担を軽減 業務改善事例 

利用者の睡眠状態を事務室のモニタ
ーで確認でき、利用者や他の職員が
ボタンで職員を呼べるような機器
（ベッドセンサー、ワイヤレスコー
ル）とあらゆる車いすを電動で載せ
られる新型福祉車両を導入した。 

対応 

利用者の睡眠状態などが事務室から
では把握できず、またトイレや入浴
の介助の際に職員の待機時間が長く
なることがあった。また福祉車両が
小さく、車いすの種類によっては載
せられなかった。 

課題 

巡回や介助等の効率化により生産性
が向上し、1人の従業員の時間給（事
業場内最低賃金）を100円引き上げ
た。さらに事業場内最低賃金を上回
る従業員の賃金の引上げを実施し
た。 

成果 

ベッドセンサーとワイヤレスコールの導入
により、遠隔でのモニター管理が可能にな
り、巡回や介助が1日の合計で約6時間削減
された。さらに、どのような車いすでも電
動にて1人で車両に載せられるようになっ
た。 

実施 
概要 

 
車両・モニター等購入費：300万円 
 
1人を1040円→1140円 助成上限額170万円 
300万円×3/4（助成率）＝助成率上限225万円 
 
助成上限額170万円＜助成率上限225万円 
 
設備投資にかかった費用：130万円（250万円-170万円） https://www.mhlw.go.jp/content/000935033.pdf
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業務改善助成金といばらき業務改善奨励金の活用事例 
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2025年 7名の従業員の賃金を60円引上げ、360万の設備投資を行ったケース 
 
設備投資にかかった費用：360万円 
 
業務改善助成金（国上限額）  230万円（360万×3/4＞230万） 
設備投資にかかった費用 130万円 
 
 
いばらき業務改善奨励金（県上限額） 38.3万円（360万×1/8＞38.3万円） 
 
 
設備投資にかかった費用（最終） 91.7万円（内訳 360万-230万-38.3万） 
 
もともと予定していた設備投資が360万かかるところ 91.7万円で実現！ 
 
 
60円引上×7人×月100時間労働＝月42,000円（年間約50万円の賃金増） 

32

茨城県限定！国の助成制度に加えて活用することでこのような効果が！
賃上げと設備投資を計画的に行うことで、生産性向上が低予算で実現できます！



業務改善助成金の活用イメージ_複数年利用 
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2024年 在庫管理システム導入 5名50円引き上げ 45円コース利用  
 
50円引上×5人×月100時間労働＝月25,000円（年間約30万円の賃金増） 
 
システムの導入費用に本来かかる費用：200万円 
助成を受けた金額 140万円（200万×3/4＞140万（国上限額） ） 
 
いばらき業務改善奨励金の助成額：23.3万円 （200万×1/8＞23.3万（県上限額） ） 
 
設備投資にかかった費用 36.7万円（200万－140万－23.3万） 
 
2025年 生産用ミシン増設 7名60円引上げ 60円コース利用 
 
60円引上×7人×月100時間労働＝月42,000円（年間約50万円の賃金増） 
 
設備投資にかかった費用：360万円 
 
助成を受けた金額 230万円（360万×3/4＞230万（国上限額）） 
 
設備投資にかかった費用 130万円 
 
いばらき業務改善奨励金の助成額 38.3万円（360万×1/8＞38.3万円（県上限額） ） 
 
設備投資にかかった費用（最終） 91.7万円（内訳 360万-230万-38.3万） 
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業務改善助成金の申請の流れ 
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補足提出先項目NO

賃上計画、設備購入の見積もり 労働局 交付申請書の提出 1 

労働局にて交付申請書の内容の審査   交付申請の審査 2 

労働局から交付決定通知が届く   交付決定通知 3 

事業場内最低賃金の規定の改訂・届出 労働基準監督署 就業規則の変更・届出 4 

賃上げ（交付申請書提出後）、設備導入（交付決定
後）、支払（振込）   計画の実施 5 

事業実施完了後1か月以内に報告 労働局 事業実績報告・支給申請 6 

労働局にて支給申請書の内容の審査   支給申請の審査 7 

労働局から交付額決定通知が届く   交付額決定通知 8 

助成金が支給される   助成金支給 9 

➀又は➁のいずれか遅い日から起算して１月以内 
➀賃金額を引き上げてから実績報告手続きを行った
日の前日 
➁賃金額を引き上げてから６月を経過した日 

労働局 状況報告 10 

労働局の助成金交付申請書の審査後、交付
決定通知が事業主へ送付されます。 
※例年３カ月程度かかります。 
 
1.賃金引上げ計画に基づき事業所内最低賃
金の引き上げを行う 
・助成金交付申請書が労働局に到達後であ
れば交付決定通知が届く前でも可 
※就業規則の変更要 
 
2.事業実施計画に基づき設備投資等を行う 
※交付決定通知の後！でないと× 
※支払いは振り込みで行う！ 
 
※令和8年1月31日までに完了する必要有。 
※完了が3月末日となる場合も労働局に相談
して認められる場合有。 
※人数、引上げ賃金額、設備の内容等に変
更がある場合は事業計画変更申請書を労働
局に提出（様式第3号） 

ポイント！
業務改善助成金の申請は順番が大切です。 
➀計画(交付申請要届出)➁実施➂支給申請 
 
 

働き方改革推進支援センターで 
助成金のWEBセミナーを実施します。 
 
開催予定はこちらでご確認ください 
 
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/ibaraki/ 34



業務改善助成金の申請書類について 
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業務改善助成金の交付申請（計画届出時）と支給申請時に必要な書類の一覧です。 
★印はQRリンク先に詳細な申請書記入例あり 
 
 

【➁事業実績報告・支給申請時_提出書類】 
支給申請書（様式第10号）★ 
国庫補助金清算書（様式第9号 別紙１ ）★ 
事業実施結果報告（様式第9号 別紙2）★ 
賃金引上げ前後の労働者の賃金台帳の写し 
改正後の就業規則の写し（事業場内最低賃金規程含む） 
請求書、領収書の写し 
振込記録が分かる通帳等の写し 
設備投資に関する納品書、写真 

【➀交付申請時_提出書類】 
交付申請書（様式第１号）★ 
国庫補助金所要額調書 （様式第１号 別紙１ ）★ 
事業実施計画書（様式第１号 別紙２ ） ★ 
助成対象経費の見積書写し（10万円超える場合２社で相見積） 
購入商品のカタログ、パンフレット 
申請直前〆の６か月の賃金台帳の写し  

賃金台帳、就業規則の作成方法 
交付申請書、支給申請書等の 
記入方法などお困りの際は 
 
茨城働き方改革推進支援センターの 
・無料個別訪問支援 
・電話相談サービスをご利用ください 
 
茨城働き方改革推進支援センター 

 0120-971-728 平日9:00-17:00 

申請書記入例
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001497081.pdf
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いばらき業務改善奨励金の申請漏れに注意！ 
※1/30までにこれから取り組んで頂きたいこと 
 
・2025年度、国の業務改善助成金の申請を行っている場合、県の奨励金も合わせて活用でき
る可能性があります。 
・業務改善助成金（国）の自己負担額の2分の1が助成されます（上限あり）。 
※10/12以降の賃上げ分について、国の業務改善助成金の募集開始時期等は未定です 
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県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等。 
※公益法人、協同組合、個人事業主等(労働者を1人以上雇用しているものに限る)も含む 支給対象者 

１：以下、ア、イのいずれかの要件を満たすこと 
ア：2024年1月から9月までに、事業場内最低賃金を30円以上引上げ、引上げ後の額が
990円以上になること（従業員50人未満の事業場については、2023年4月以降の賃上げか
ら対象） 
イ：2024年10月1日以降に、事業場内最低賃金を30円以上引上げ、引上げ後の額が1,040
円以上になること（2025年10月11日まで） 
 
２：業務改善助成金（国）を活用すること 
※茨城労働局から2024年1月以降に業務改善助成金の交付決定を受け、県への申請までに
交付確定・支給決定通知を受けること 

支給要件 

助成率：業務改善助成金（国）の自己負担分の2分の1を支援 
助成上限額：最大100万円（引上げ額及び引き上げる労働者数による） 助成額 

詳細はQRのリンク先でご確認ください
https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/gyoumukaizen.html
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いばらき業務改善奨励金（助成額） 

業務改善助成金（国）の自己負担額の2分の1が助成されます。 
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詳細はQRのリンク先でご確認ください 

9/10の場合4/5の場合3/4の場合国助成率

1/201/101/8県助成率

https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/gyoumukaizen.html
 
国の助成率3/4 対象者7名の賃金を60円引き上げた場合 
いばらき業務改善奨励金の補助上限額は38.3万円となります。 
表のケースの場合 助成率による上限は20万円となっていることから 
20万円＜38.3万円で20万円の助成となります。 
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働き方改革推進支援助成金 
（労働時間短縮・年休促進支援コース）の概要 
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詳細はQRのリンク先でご確認ください

働き方改革推進支援助成金とは時間外労働の縮減や、年次有給休暇の促進に向 
けた環境整備等に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援する助成金です。 
成果目標の達成状況に応じて助成対象となる取組の実施に要した経費の一部が助成されます。 

労働者災害補償保険の適用事業主で、年５日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等
を整備している、次の①から③の成果目標を１つ以上実施する中小企業事業主

①月60時間を超える特別条項付き36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させ、労働基
準監督署に届出すること
②年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること
③時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かつ、交付要領で規定する特別休暇
（病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特
別休暇）のいずれか1つ以上を新たに導入すること

支給対象企業

助成額
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働き方改革推進支援助成金 
（労働時間短縮・年休促進支援コース）の活用事例 
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【参考】 
旧36協定（特別条項 月80時間） 
新36協定（特別条項 月60時間）上限額100万円 
 
年次有給休暇の計画的付与制度導入 ＋25万円 
 
時間単位年休・特別休暇導入 ＋25万円 
 
対象労働者5名5%賃上 ＋48万円×２（30名未満） 
 
上限額 246万円（100+25+25+96） 
 
設備投資 350万×3/4 ※262.5万 
 
246万＜262.5 246万の助成 39

その他「賃上げ」支援助成金について 
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https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001512871.pdf

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_ro
udou/koyou/kyufukin/d01-1.html
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その他「賃上げ」支援助成金について➁ 
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人材確保等支援助成金 
（雇用管理制度・雇用環境整備助成コース） 

人材確保のために雇用管理改
善につながる制度等の導入や
雇用環境の整備により、離職
率低下を実現した事業主に対

して助成します。 

産業雇用安定助成金 
（スキルアップ支援コース） 

在籍型出向により労働者をスキ
ルアップさせ、復帰後の賃金を
復帰前と比較し５％以上増加さ

せた場合に助成します。 

特定求職者雇用開発助成金 
（成長分野等人材確保・育成コース） 

高年齢者や障害者、就職氷河期世代を含む中高
年層などの就職困難者を、就労経験のない職種
で雇い入れ継続して雇用する、以下のいずれか
の事業主に通常の1.5倍の助成金を支給します。 
➀成長分野（デジタル、グリーン）の業務に従
事する労働者の雇入れ 
➁人材育成（人材開発支援助成金の活用）及び
雇入れから3年以内に５％賃上げのいずれかを実
施。 

早期再就職支援等助成金 
（雇入れ支援コース、中途採用拡大コース） 

事業規模の縮小等に伴い離職
を余儀なくされる労働者を早
期に無期雇用で雇入れ、雇入
れ前と比較して５％以上賃上

げした場合に助成します。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/package_00007.html

最低賃金制度のマスコット 
チェックマん 
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申請しやすい！ 
いばらき賃上げ支援金 
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いばらき賃上げ支援金 賃上げ支援コースの概要 

© 茨城県社会保険労務士会 

2025年4月1日～2025年10月11日までの期間に 
時給1005～1010円の労働者の時間給を35円以上（1時間当たり）に引き上げた中小企業等 
を対象に労働者1人にあたり5万円（非正規の場合3万円）が支給されます。 
 
 
 
 
 
 
 

県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等。 
※公益法人、協同組合、個人事業主等(労働者を1人以上雇用しているものに限る)も
含む 

支給対象者 

➀賃上げの対象時期 
2025年4月1日から2025年10月11日まで 
※申請は1事業者につき1度のみとなります。 
➁賃上げ対象従業員 
県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者。ただし、非正規雇用労働者につ
いては、週所定労働時間20時間以上であること。 
➂賃上げ額 
(ア)対象時期において、1時間当たりの賃金が「最低賃金+5円」※以内の労働者の賃
金を35円以上引き上げること 
※茨城県最低賃金1,005円(2025年最低賃金発効後は引き上げ基準額も変更となりま
す。) 
(イ)申請時点において、事業所内の全ての労働者の1時間当たりの賃金が1,040円以上
であること 
(ウ)引上げ後の賃金水準以上を1年間継続すること 

支給要件 

正規雇用労働者 1人当たり5万円 
非正規雇用労働者 1人当たり3万円(1事業所当たり最大 50万円) 

給付金の 
支給額 
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いばらき賃上げ支援金 地域賃上げ加算支援コースの概要 
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2025年4月1日～2025年10月12日までの期間に 
時給1068円以下の労働者の時間給を1074円以上（1時間当たり）に引き上げた中小企業等 
を対象に労働者1人にあたり5千円（非正規の場合3千円）が支給されます。 
 
 
 
 
 
 
 

県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等。 
※公益法人、協同組合、個人事業主等(労働者を1人以上雇用しているものに限る)も
含む 

支給対象者 

➀賃上げの対象時期 
2025年4月1日から2025年10月12日まで 
 
➁賃上げ対象従業員 
県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者。ただし、非正規雇用労働者につ
いては、週所定労働時間20時間以上であること。 
 
➂賃上げ額 
(ア)対象時期において、1時間当たりの賃金が1068円以下の労働者の賃金を1074円以
上に引き上げること  
(イ)引上げ後の賃金水準以上を1年間継続すること 

支給要件 

正規雇用労働者 1人当たり5000円 
非正規雇用労働者 1人当たり3000円(上限金額無し) 

給付金の 
支給額 

44



いばらき賃上げ支援金の申請漏れに注意！ 
※2026年1月30日までにこれから取り組んで頂きたいこと 
 
・週の労働時間20時間以上の労働者の方の賃金を確認してみましょう。 
・2025年10月11日までに時間単価1074円以上に引き上げている従業員がいる場合は併給の対
象になる可能性があります。 
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2025年4月1日～10月12日  2025年4月1日～10月11日  取組み期間 

1005円～1068円 1005円～1010円 昇給前の時給 

昇給後1074円以上 昇給前の時給＋35円以上 昇給後の時給 

2025年10月12日まで 2025年10月11日まで 昇給のタイミング 

地域賃上げ加算支援コース 
           

賃上げ支援コース 
地域賃上げ加算支援コース
の併給が可能  
※1,074円まで引き上げた
場合          

対象コース 
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いばらき賃上げ支援金 申請手順と必要書類（参考資料） 
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【申請手順】 
➀申請書類の作成・準備 
➁ホームページの申し込みもしくは書類送付による申請（2026年1月30日まで） 
➂審査 
➃給付金振込（申請書類の受理から給付金の振込まで２か月程度） 
 
【申請書類】 
 
 
 
 
 
 

※本資料に記載例あり（ホームページに掲載予定） ★申請書兼請求書（様式第１号） １ 

※本資料に記載例あり（ホームページに掲載予定） ★支給対象労働者一覧（様式第３号） ２ 

※本資料に記載例あり（ホームページに掲載予定） ★口座振替依頼書・兼委任状 ３ 

賃金改定時（改定後金額の記載）のもの 労働条件通知書又は雇用契約書の写し ４ 

賃金改定前月及び賃金改定月分 賃金台帳の写し ５ 

支援金振込先の口座に関する情報 
（金融機関名、口座番号、名義人等）が分かる書類 預金通帳の写し等 ６ 

法人の場合（申請日から３か月以内のもの） 履歴事項全部証明書 ７※ 

個人の場合（「青色申告」又は「白色申告」の写し） 直近の確定申告書 ７※ 

申請サポート：茨城働き方改革推進支援センター 0120-971-728 平日9:00-17:00
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いばらき賃上げ支援金 申請書記入例1（申請書兼請求書➀） 

© 茨城県社会保険労務士会 

➀ 
➀提出日を記入します 
※2026年1月30日までに申請 

➁対象コースにチェックを入力します 
※併給可、両方申請する場合は両方に  

➂対象労働者を正規（正社員） 
・非正規人ごとに人数を記入します 

③
部分は自動入力されます

47

③

②

いばらき賃上げ支援金 申請書記入例1（申請書兼請求書➁） 
【法人の場合】 

© 茨城県社会保険労務士会 

➀法人の場合、本社の住所 
※個人事業の場合、申請書が異なります。 ➀ 

➁ 

➂ 

➃ 

➄ 

➆ 
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➁代表者の役職と氏名を記入します。 

➂事業所の所在地・事業所名を記入します。 
※➀と同じ場合は「同上」と記入します。 

➄担当者の氏名・電話番号・メールアドレスを記入し
ます。※申請内容について説明ができる方 

➃該当する業種にチェックします。 
※複数事業運営の場合は主たる事業１つのみを選択。 
https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/s
eido/sangyo/R05koumokusetsumei.html 

➅労働者数を記入します。 
※労働基準法第20条の規定に基づく「あらかじめ解雇の予告を必要とする者」
とし、以下➀から➃に該当しない者の人数➀会社役員、個人事業主  ➁日々雇
い入れられる者  ➂２ヶ月以内の期間を定めて使用される者 ➃季節的業務に
４ヶ月以内の期間を定めて使用される者 

➆ほかにも助成金等の申請を行っている場合は記
入します。 

➅ 



いばらき賃上げ支援金 申請書記入例1（申請書兼請求書➁） 
【個人の場合】 

© 茨城県社会保険労務士会 

➀申請者（事業主）の住所を記入します。 ➀ 

➁ 

➂ 

➃ 

➄ 

➆ 
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➁申請者（事業主）の氏名を記入します。 

➂事業所の所在地を記入します。 
※➀と同じ場合は「同上」と記入します。 
 なお、事業所名（屋号）は記入必須です。 

➄担当者の氏名・電話番号・メールアドレスを記入し
ます。※申請内容について説明ができる方 

➃該当する業種にチェックします。 
※複数事業運営の場合は主たる事業１つのみを選択
https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/s
eido/sangyo/R05koumokusetsumei.html 

➅労働者数を記入します。 
※労働基準法第20条の規定に基づく「あらかじめ解雇の予告を必要とする者」
とし、以下➀から➃に該当しない者の人数➀会社役員、個人事業主  ➁日々雇
い入れられる者  ➂２ヶ月以内の期間を定めて使用される者 ➃季節的業務に
４ヶ月以内の期間を定めて使用される者 

➆ほかにも助成金等の申請を行っている場合は記
入します。 

➅ 

いばらき賃上げ支援金 申請書記入例1（申請書兼請求書➂） 

© 茨城県社会保険労務士会 
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宣誓・同意事項で 
全ての項目にチェックが入らない場合は申請
対象とはなりません。 
 
※個人事業の場合様式が異なります。 
 
 



いばらき賃上げ支援金 申請書記入例2（支給対象労働者一覧） 

© 茨城県社会保険労務士会 
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正規雇用労働者 
ア 期間の定めのない労働契約を締結している者 
イ 派遣労働者として雇用されている者でないこと 
ウ 通常の労働者と同様の就業規則が適用されている者 

賃上引上げ年月日 
申請時点で適用されている賃金額に引き上げられた日 
賃上げ支援コース：R7/4/1～R7/10/11まで 
地域賃上げ加算支援コース：R7/4/1～R7/10/11まで 

（賃金額 時給額） 
・基本給以外の手当ても含みます。 
・月給制、時給制の場合は時給換算します。 
※計算方法の詳細は次ページ 

対象コースを選択してください 
賃上げ支援コース 
地域賃上げ加算コース 
賃上げ支援コース及び地域賃上げ加算コース 

対象外となる例 
➀新茨城 ミス太郎A 引上げ前、引上げ後いずれかが最低賃金以下となってしまっている。 
➁新茨城 ミス太郎B 引上げ前の賃金が基準を超えている（賃上げ支援：1010円、地域賃上げ：1068円） 
➂新茨城 ミス太郎C 引上げ年月日が対象期間外（賃上げ支援：R7/4/1～10/10、地域賃上げ：R7/4/1～10/11） 

時間あたり賃金額の計算方法➀ 

© 茨城県社会保険労務士会 
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1. 時間給の場合 
時間給≧最低賃金額（時間額）※基本給以外の賃金も含みます 
 
【最低賃金の対象とならない賃金】 
（1）臨時に支払われる賃金（結婚手当など） 
（2）1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など） 
（3）所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金（時間外割増賃金など） 
（4）所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金（休日割増賃金など） 
（5）午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、 
通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分（深夜割増賃金など） 
（6）精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 
 
2. 日給の場合 
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額（時間額） 
ただし、日額が定められている特定（産業別）最低賃金が適用される場合には、 
日給≧最低賃金額（日額） 
 
3. 月給の場合 
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額（時間額） 
 
4. 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合 
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数
で除した金額≧最低賃金（時間額） 
 
5. 上記1～4の組み合わせの場合 
例えば基本給が日給制で各手当（職務手当等）が月給制などの場合は、それぞれ上の2、 3の式により時
間額に換算し、それを合計したものが最低賃金額（時間額）となります。 

厚生労働省 賃金引上げ特設ページより https://saiteichingin.mhlw.go.jp/chingin/ 



時間あたり賃金額の計算方法➁ 

© 茨城県社会保険労務士会 
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厚生労働省 賃金引上げ特設ページより https://saiteichingin.mhlw.go.jp/chingin/ 

時間あたり賃金額の計算方法➂ 

© 茨城県社会保険労務士会 
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歩合給の場合、固定給と歩合給の組み合わせの場合など厚生労働省賃上げ特設ページよりご確認いただけます 
 
 

厚生労働省 賃金引上げ特設ページより https://saiteichingin.mhlw.go.jp/chingin/ 



最低賃金特設ページについて 

茨城県ホームページ内に最低賃金特設ページを設置しています。 
特設ページでは最低賃金制度や国や県の様々な支援策、各種相談窓口について横断的に確認
を頂くことが可能です。 
 
最低賃金対応_特設ページURL 
https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/saitei/saichin.html 
 

© 茨城県社会保険労務士会 

最低賃金制度について

国・県の支援策（助成金・奨励金・支援金等）

セミナー・個別相談会情報

各種相談窓口

迷ったら
こちらをチェック
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県内5か所での説明会・無料相談会スケジュール 

助成金の申請方法や生産性向上のヒントなど、専門家が直接ご説明・ご相談に応じます。参
加は無料です。ぜひお知り合いにもご紹介ください。 

時間 日付 会場 エリア 

14:00-16:00 10月29日 茨城県開発公社 県央 

14:00-16:00 11月6日 県西生涯学習センター 県西 

14:00-16:00 11月12日 県南生涯学習センター 県南 

14:00-16:00 11月14日 日立地区産業支援セン
ター 県北 

14:00-16:00 11月19日 鹿行生涯学習センター 鹿行 

© 茨城県社会保険労務士会 https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/chingin/kenshuu.html

詳細はリンク先 
県HP特設ページでご確認ください 

56

※県央会場のセミナーについて、後日、県HPにてアーカイブ配信を予定しております。



迷ったときの 
無料！専門家サービス 

© 茨城県社会保険労務士会 
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茨城県価格転嫁相談窓口 

© 茨城県社会保険労務士会 

物価高騰によるコスト上昇については、適正な価格に反映し、取引事業者全体で負担していく
ことが重要です。 
県では、県内企業の適切な価格転嫁を促進するため、新たに価格転嫁に関する専門の相談窓口
を設置いたしました。 
価格転嫁について、お困りごとや相談がある場合は、以下の相談窓口まで電話または専用の相
談フォームでお問い合わせください。中小企業診断士が無料で相談に対応いたします。 
 
 
【無料相談のお申し込み先】 
 
茨城県価格転嫁相談窓口 
〒310-0011 水戸市三の丸1丁目5番18号（株式会社常陽産業研究所内） 
TEL : 029-233-6737  
 
（相談日時） 
午前9時00分～午後5時00分まで（土日祝を除く）
 
URL：https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/chusho/keiei/kakakutenka.html 
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茨城県よろず支援拠点 

© 茨城県社会保険労務士会 

よろず支援拠点は、国（中小企業庁）が各都道府県に設置した「無料」の経営相談所で、売上
拡大や経営改善等の課題解決に向け、一歩踏み込んだ専門的な提案を行います。 
 
中小企業・小規模事業者等の経営課題を解決するため、中小企業・小規模事業者支援に優れた
能力・知識・経験等を有するコーディネーターを配置し、相談者の方に寄り添いながら話を伺
い、解決すべき真の課題を見つけ出し、今すぐに取り組めて、効果を実感できる解決策を提案
します。 
※相談は何度でも「無料」ですのでお気軽にご連絡ください。 
 
【無料相談のお申し込み先】 
 
茨城県よろず支援拠点（公益財団法人いばらき中小企業グローバル推進機構内） 
〒310-0801 茨城県水戸市桜川2-2-35 （茨城県産業会館9F） 
TEL : 029-224-5339 FAX : 029-227-2586 
E-mail : yorozu@iis-net.or.jp 
 
公式サイトURL：https://www.iis-net.or.jp/page?kind=yorozu 
 
（相談日時） 
月曜日～金曜日（祝祭日、年末年始等を除く）
午前8時30分～午後5時15分まで
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茨城働き方改革推進支援センター 

© 茨城県社会保険労務士会 

「働き方改革推進支援センター」は、中小企業・小規模事業者の皆さまの働き方改革の取組を
支援することを目的として、全国47都道府県に設置されています。 
 
茨城センターには約50名の県内の社会保険労務士が在籍し、長時間労働対策、同一労働同一賃
金の実現、就業規則や賃金規定の見直し、助成金の活用、テレワーク対応など、働き方改革に
関連する労務管理上の課題について、 
窓口での対面や電話・メールでの無料相談を行っています。 
 
社労士による企業様への伴走型の無料 個別訪問相談支援も行っております。 
１つの相談テーマにつき1回2時間程度3回のご利用が可能です。 
 
お気軽にご相談ください。 
 
【無料相談のお申し込み先】 
茨城働き方改革推進支援センター（受託者：全国社会保険労務士会連合会） 
茨城県水戸市河和田１丁目2470-2 茨城県社会保険労務士会館２F 

 0120-971-728 平日9:00-17:00 
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茨城働き方改革推進支援センター（賃上げ対応支援内容） 

センター内に賃上げ対応特別ブースを設置し、常駐する2名の社会保険労務士が相談対応させ
て頂きます。 
県内50名の専門家が無料で貴社に訪問し、寄り添った支援を行います。 
 

© 茨城県社会保険労務士会 

こんなお悩みがあれば、無料でお応えしますので 
是非迷わずセンターの支援をご利用ください。 
 
・いばらき業務改善助成金・いばらき賃上げ支援金の対象になる
可能性があるか知りたい。 
・業務改善助成金の活用に向けて準備を進めたい。 
 
 
・申請書の書き方や添付書類の作成方法を教えてほしい。 
※就業規則・労使協定・雇用契約書・賃金台帳等の作成など伴走
型で訪問支援します。 
 
・採用がうまくいかず困っている。 
※媒体選定含め、求人手法や求人原稿の見直しまでアドバイス 
させて頂きます。 
 
・賃上げに伴って賃金制度を見直したい、構築したい。 
社会保険労務士は国家資格の労務管理の専門家です。 
無料の相談サービスを是非ご活用ください。 

茨城働き方改革推進支援センターの 
・無料個別訪問支援 
・電話相談サービスをご利用ください 
 
茨城働き方改革推進支援センター 

 0120-971-728 平日9:00-17:00 
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茨城働き方改革推進支援センター（WEBセミナー開催予定） 

© 茨城県社会保険労務士会 

時間帯日付 セミナー名 

11:00～12:002025/11/25(火) いばらき賃上げ支援金の支給申請手順について 

10:30～12:002025/12/9(火) 賃金アップ×生産性向上_助成金活用セミナー➀ 
（業務改善助成金・いばらき業務改善奨励金） 

14:00～15:002025/12/9(火) いばらき賃上げ支援金の支給申請手順について 

14:00～15:002026/1/8(木) いばらき賃上げ支援金の支給申請手順について 

14:00～15:002026/1/14(水) 賃金アップ×生産性向上_助成金活用セミナー➀ 
（業務改善助成金・いばらき業務改善奨励金） 

14:00～15:302026/2/13(火) 賃金アップ×生産性向上_助成金活用セミナー➁ 
（働き方改革推進支援助成金） 

詳細、その他セミナーのスケジュールは
茨城働き方改革推進支援センターホームページをご確認ください。

https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/ibaraki/
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茨城働き方改革推進支援センター 

© 茨城県社会保険労務士会 

「働き方改革推進支援センター」は、中小企業・小規模事業者の皆さまの働き方改革の取組を
支援することを目的として、全国47都道府県に設置されています。 
 
茨城センターには約50名の県内の社会保険労務士が在籍し、長時間労働対策、同一労働同一賃
金の実現、就業規則や賃金規定の見直し、助成金の活用、テレワーク対応など、働き方改革に
関連する労務管理上の課題について、 
窓口での対面や電話・メールでの無料相談を行っています。 
 
社労士による企業様への伴走型の無料 個別訪問相談支援も行っております。 
１つの相談テーマにつき1回2時間程度3回のご利用が可能です。 
 
お気軽にご相談ください。 
 
【無料相談のお申し込み先】 
茨城働き方改革推進支援センター（受託者：全国社会保険労務士会連合会） 
茨城県水戸市河和田１丁目2470-2 茨城県社会保険労務士会館２F 

 0120-971-728 平日9:00-17:00 
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